
 令和7年度(2025年度)  
 札幌市立真栄中学校   
  

 第109号   
  

未来を切り拓く たくましく 心やさしい　子どもたちへ 令和8年(2026年)2月20日 

★公立高校入学者選抜における配慮事項★ 
　第105号で「札幌市教育委員会より」という内容をお知らせしていました
が、再掲します(●４点)。 
 
　●追検査の対象者は、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等、学
　　校保健安全法第19条で出席停止の扱いが定められている感染症により本
　　検査を受検できない者のほか、月経随伴症等、本人に帰責されない体調
　　不良等やむを得ない事情により本検査を受検できない者も含みます。 

いずれにしても、教育委員会に相談し、指示に従うことになります。 
　●大雪や暴風雪などにより交通機関の乱れなどの事態が予想される場合　
　　や、受検者が試験場に向かう途中の事故に巻き込まれた場合、痴漢の被
　　害にあった場合には、やむを得ない事情として、追検査の対象とする、
　　検査時間の繰り下げを行う、面接の日時を延期するなど受検機会の確保
　　のため、高校側が状況に応じて教育委員会の指示により対応してくれる
　　ことになっています。 
　●受検当日、試験場に向かう途中の事故に巻き込まれた場合などは、自身
　　の安全を確保し、周囲の大人に助けを求め、警察に通報するなど、考え
　　得る最善の方法で対応してください。その次に、中学校へ連絡をしてく
　　ださい。 
　●不審者の侵入を防ぐため、自己推薦入試でも一般入試でも、受検者が入
　　退場する時間帯には、校舎出入口にその高校の教職員が配置されること
　　になっています。入場の際、受検票の確認があります。 
 
　そして、以下のとおり、新たな連絡が届きました(○６点)。下線部につき
まして、御希望がございましたら、２月27日(金)朝までに保護者様から係へ
御連絡ください。御不明な点がございましたら、係へお問合せください。 
　よろしくお願い申し上げます。 
 
　○文部科学省から全国の教育委員会へ連絡があったことを受け、本市にお
　　いても同様に対応することとした。 
　○移動時の痴漢被害に不安を感じる受検者は、中学校が指示する服装(制
　　服等)とは異なる服装(私服等)での受験が可能である。 
　○学力検査当日に私服等で受検する場合、文字や記号、地図等、学力検査
　　の解答に示唆を与えるようなプリントが施されている衣服の着用は認め
　　られない。 
　○今年度の入学者選抜における私服等での受検に係る一連の対応は、緊急
　　的かつ特例的な措置である。 
　○北海道教育委員会ホームページ上に「道立高等学校入学者選抜における
　　痴漢被害防止に係る配慮」を掲載しているので参照いただきたい。 
　○私服等での受検を希望する受検者は、２月27日(金)までに、在籍中学校
　　にその旨を申し出ること。 
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